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６月10日（金）まで

６月30日（木）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（平成28年５月
分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成28年４月期分）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法
人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（平成28年３月期）
２カ月延長法人（平成28年２月期）

④　消費税確定申告（１カ月ごと）（４月期）
⑤　消費税確定申告（３カ月ごと）（１、４、７、10月期）
⑥　法人の中間申告（半期・10月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき
１カ月ごと（４月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき
３カ月ごと（１、７、10月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の終了日は各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例は適用後２年間継続が要件で
ある。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

会
　
　
計

公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
会

計
上
の
取
扱
い
、文
案
示
さ
れ
る

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

去
る
５
月
10
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
85
回
実
務
対
応
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
第
83
回
専
門
委
員
会

（
２
０
１
６
年
４
月
10
日
号（
№

１
４
４
３
）情
報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）

等
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、「
公
共
施
設

等
運
営
事
業
に
お
け
る
運
営
権
者
の

会
計
処
理
等
に
関
す
る
当
面
の
取
扱

い（
案
）」が
示
さ
れ
、
検
討
さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

運
営
権
の
会
計
処
理

運
営
権
者
は
公
共
施
設
等
運
営
権

（「
運
営
権
」）の
取
得
時
に
、
管
理
者

等（
公
共
施
設
等
の
管
理
者
で
あ
る

各
省
庁
の
長
等
）と
運
営
権
者
と
の

間
の
実
施
契
約
で
定
め
ら
れ
た
運
営

権
対
価
の
支
払
額
の
総
額
を
無
形
固

定
資
産
と
し
て
計
上
す
る
。
運
営
権

対
価
が
分
割
払
い
さ
れ
る
場
合
、
運

営
権
の
資
産
の
計
上
額
は
、
運
営
権

対
価
の
支
払
額
の
総
額
の
現
在
価
値

に
よ
る
。
こ
の
算
定
に
は
、
運
営
権

者
の
契
約
不
履
行
に
係
る
リ
ス
ク
を

運
営
権
対
価
の
支
払
額
の
総
額
と
割

引
率
の
い
ず
れ
か
に
反
映
さ
せ
る
。

更
新
投
資
の
会
計
処
理

公
共
施
設
等
に
係
る
更
新
投
資

（「
更
新
投
資
」）の
う
ち
、
資
本
的
支

出
に
該
当
す
る
部
分
は
、
公
共
施
設

等
運
営
事
業
ご
と
に
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
を
会
計
方
針
と
し
て
選
択
す
る
。

⑴　
更
新
投
資
に
関
連
す
る
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
金
額
の
う
ち
、合

理
的
に
見
積
可
能
な
金
額
を
資
産

お
よ
び
負
債
と
し
て
計
上

→
更
新
投
資
の
資
産
の
計
上
額
は
、

当
該
更
新
投
資
に
関
連
す
る
将
来

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
見
積
金

額
の
現
在
価
値
に
よ
る
。現
在
価
値

の
算
定
に
あ
た
っ
て
の
割
引
率
は
、

貨
幣
の
時
間
価
値
を
反
映
し
た
無

リ
ス
ク
の
税
引
前
の
利
率
と
す
る
。

資
産
に
計
上
し
た
更
新
投
資
は
、運

営
権
の
残
存
償
却
期
間
に
わ
た
り
、

運
営
権
の
減
価
償
却
に
用
い
た
方

法
に
よ
っ
て
、そ
の
取
得
原
価
を
各

事
業
年
度
に
配
分
す
る

⑵　
更
新
投
資
を
実
施
時
に
、そ
の
支

出
額
を
資
産
に
計
上

→
資
産
に
計
上
し
た
更
新
投
資
は
、定

額
法
、定
率
法
等
の
一
定
の
減
価
償

却
方
法
に
よ
っ
て
、そ
の
取
得
原
価

を
各
事
業
年
度
に
配
分
す
る
。当
該

配
分
に
あ
た
り
、更
新
投
資
の
経
済

的
耐
用
年
数
を
用
い
る

去
る
５
月
11
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
３
３
６
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

の
れ
ん
お
よ
び
減
損
に
関
す
る

定
量
的
な
調
査
の
報
告

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
お
け
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
３

号「
企
業
結
合
」の
適
用
後
レ
ビ
ュ
ー

後
の
検
討
で
は
、「
の
れ
ん
の
事
後

の
会
計
処
理
」が
論
点
に
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
、
Ｉ
Ａ

Ｓ
Ｂ
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、
Ｅ
Ｆ
Ｒ

Ａ
Ｇ
と
協
力
し
つ
つ
、
の
れ
ん
の
残

高
の
推
移
等
に
関
す
る
デ
ー
タ
分
析

を
行
っ
て
お
り
、
５
月
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

ボ
ー
ド
会
議
で
報
告
を
行
う
予
定
で

あ
る
。
今
回
は
、
分
析
の
結
果
に
つ

い
て
、
説
明
が
行
わ
れ
た
。

米
、
欧
、
日
、
豪
の
主
要
な
株
価

指
数
構
成
銘
柄
企
業
を
分
析
し
た

結
果
、
２
０
１
４
年
に
の
れ
ん
を
減

損（
償
却
）し
て
い
る
企
業
は
、
米
が

７
％
、
欧
が
27
・５
％
、
豪
が
17
・６
％

と
な
っ
て
お
り
、
仮
に
の
れ
ん
の
耐
用

年
数
を
求
め
る
と
、
米
が
１
３
０・５

年
、
欧
が
82
・
８
年
、
日
が
11
・
４

年
、
豪
が
75・２
年
と
な
る
。
こ
れ
は
、

直
接
的
に
償
却
が
必
要
と
い
う
結
論

を
導
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
償
却
が

会
　
　
計

欧
米
企
業
で
は「
の
れ
ん
」が
80

年
以
上
も
残
存
？
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
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フラッシュ

投資のハナシ表裏

マイナス金利
ではBS式が
使えない？

あ
る
監
査
法
人
の
担
当
者
が
こ
ん

な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
。「
ブ

ラ
ッ
ク
シ
ョ
ー
ル
ズ（「
Ｂ
Ｓ
」）式
に

よ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
価
格
計
算
は
、
金

利
０
以
上
を
前
提
に
し
て
い
る
。
マ

イ
ナ
ス
金
利
下
で
は
Ｂ
Ｓ
式
を
使
っ
て

ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
価
格
計
算

は
で
き
な
い
は
ず
。
計
算
可
能
と
主

張
す
る
の
で
あ
れ
ば
論
拠
を
説
明
せ

よ
」。
似
た
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
す

る
人
が
ほ
か
に
も
い
る
ら
し
い
。

そ
も
そ
も
、
株
の
オ
プ
シ
ョ
ン
価

格
計
算
で
使
う
Ｂ
Ｓ
式
に
は
、〝
金
利

０
以
上
〟と
い
う
制
約
は
な
い
。
Ｂ

Ｓ
式
の
導
出
過
程
に
お
い
て
、
金
利

は
次
の
部
分
で
使
わ
れ
る
。「
オ
プ

シ
ョ
ン
を
株
で
ヘ
ッ
ジ
し
て
株
価
変

動
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
し
た

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
作
る
。
こ
の

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
は
リ
ス
ク
が
な
い

の
で
安
全
資
産
と
同
じ
リ
タ
ー
ン
、

す
な
わ
ち
金
利
分
の
収
益
を
生
む
は

ず
で
あ
る
」
…
金
利
の
正
負
が
問
題

に
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

見
当
違
い
の
発
想
を
す
る
人
が
い
る

の
だ
ろ
う
か
？　

実
は
、
金
利
オ
プ

シ
ョ
ン（
キ
ャ
ッ
プ
、
フ
ロ
ア
ー
等
）

の
計
算
で
は
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
で
は

計
算
不
能
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ

れ
と
混
同
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

金
利
オ
プ
シ
ョ
ン
の
計
算
を
す
る

に
は
、
金
利
変
動
を
表
現
す
る
金
利

モ
デ
ル
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
金
利
モ

デ
ル
は
ブ
ラ
ッ
ク
モ
デ
ル（
こ
の
名

称
も
混
乱
の
一
因
か
）と
呼
ば
れ
て

い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
モ
デ
ル
で
は〝
金

利
は
対
数
正
規
分
布
に
従
う
〟と
考

え
る
の
で
、
金
利
が
マ
イ
ナ
ス
に
な

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
、

こ
の
金
利
モ
デ
ル
で
は
、
マ
イ
ナ
ス

金
利
下
で
金
利
オ
プ
シ
ョ
ン
の
計

算
が
で
き
な
い
。

株
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
計
算
す
る

場
合
で
も
、
株
価
変
動
を
表
現
す
る

株
価
モ
デ
ル
を
決
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
Ｂ
Ｓ
式
が
前
提
と
し
て

い
る
株
価
モ
デ
ル
で
は
、〝
株
価
は

対
数
正
規
分
布
に
従
う
〟と
し
て
い

る
。
マ
イ
ナ
ス
金
利
で
あ
っ
て
も
株

価
は
０
以
下
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、

こ
の
株
価
モ
デ
ル
で
問
題
は
起
き

な
い
。

Ｂ
Ｓ
式
を
使
っ
て
オ
プ
シ
ョ
ン

価
格
の
計
算
は
で
き
て

も
、
株
価
モ
デ
ル
の
式

か
ら
、
ど
う
Ｂ
Ｓ
式
が

導
き
出
さ
れ
た
の
か
？　

は
知
ら
な
い
人
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
ろ
う
。
エ
ン

ジ
ン
の
構
造
を
知
ら
な
く
と
も
車
を

運
転
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
だ
か

ら
、
導
出
過
程
を
知
ら
ず
に
Ｂ
Ｓ
式

を
利
用
す
る
の
も
許
さ
れ
る
。
し
か

し
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
で
使
わ
れ
る
数

学
は
大
学
の
専
門
課
程
レ
ベ
ル
な
の

で
、
断
片
的
な
知
識
だ
け
で
理
解
し

た
つ
も
り
に
な
る
と
恥
を
か
く
。

断
片
的
な
知
識
と
い
え
ば
、
ス

ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
会
計
基
準
適

用
指
針
の「
株
価
の
変
動
が
、
離
散

し
た
一
定
間
隔
の
時
点
に
お
い
て
生

じ
る
と
仮
定
す
る
か
、
常
時
連
続
的

に
生
じ
る
と
仮
定
す
る
か
に
よ
り
、

離
散
時
間
型
モ
デ
ル
と
、
連
続
時
間

型
モ
デ
ル
に
大
別
さ
れ
る
が
…
株
式

オ
プ
シ
ョ
ン
価
値
の
算
定
技
法
は
こ

の
い
ず
れ
か
の
モ
デ
ル
に
属
し
て
い

る
」が
よ
い
例
か
。
前
半
で
は〝
株

価
変
動
を
表
現
す
る
株
価
モ
デ
ル
〟を

モ
デ
ル
と
呼
ん
で
い
て（〝
離
散
〟、〝
連

続
〟は
単
な
る
数
学
的
表
現
法
の
違

い
で
、
モ
デ
ル
の
違
い
と
は
い
わ
な

い
と
思
う
が
）、
後
半
で
は〝
計
算
方

法
〟の
こ
と
を
モ
デ
ル
と
呼
び
、
計

算
方
法
は
、〝
株
価
変
動
を
表
現
す
る

株
価
モ
デ
ル
〟に
属
す
る
と
読
め
て

し
ま
う
。
こ
れ
は
、
私
に
は「
パ
ン

チ
の
種
類
に
は
ス
ト
レ
ー
ト
・
フ
ッ

ク
と
あ
る
が
、
ボ
ク
シ
ン
グ
の
戦
い

方
は
、
こ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」の

よ
う
に
聞
こ
え
る
。「
ア
ッ
パ
ー
が
足

り
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」と
い
い

た
い
わ
け
で
は
な
い
…
念
の
た
め
。

（
三
田　

哉
）

（株価モデルの式）
dS
S ＝μdt＋σdB

会
　
　
計

繰
延
税
金
負
債
に
関
す
る
論
点

等
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

必
要
と
い
う
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
主
張
に
沿

う
結
果
と
い
え
る
。

公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る

会
計
上
の
取
扱
い

第
85
回
実
務
対
応
専
門
委
員
会
で

の
議
論（
今
号
本
欄
参
照
）を
踏
ま

え
、
実
務
対
応
報
告
案
の
文
案
に
つ

い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

更
新
投
資
の
会
計
処
理
に
つ
い

て
、
企
業
が
自
由
に
会
計
方
針
と
し

て
選
択
で
き
る
こ
と
と
す
る
事
務
局

案
へ
の
反
対
が
多
く
、「
⑴
を
原
則
と

し
、
⑵
を
例
外
と
す
べ
き
」、「
会
計

方
針
に
よ
っ
て
表
示
科
目
ま
で
異
な

る
た
め
、
利
用
者
に
と
っ
て
わ
か
り

づ
ら
い
」な
ど
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

去
る
５
月
12
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
34
回
税
効
果
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

繰
延
税
金
負
債
の
支
払
可
能
性

税
効
果
会
計
基
準
第
二　

二
１
で

は
、「
一
時
差
異
等
に
係
る
税
金
の
額

は
、
将
来
の
会
計
期
間
に
お
い
て
回

収
又
は
支
払
が
見
込
ま
れ
な
い
税
金

の
額
を
除
き
、
繰
延
税
金
資
産
又
は

繰
延
税
金
負
債
と
し
て
計
上
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」と
さ
れ
る
。
こ
の

点
、個
別
税
効
果
実
務
指
針
24
項
が
、

「
支
払
が
見
込
ま
れ
な
い
税
金
の
額
」

の
範
囲
を
適
切
に
示
し
て
い
な
い
と

い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
こ
で
事
務
局

は
、
次
の
２
案
を
示
し
た
。

案
１
：
現
行
の
定
め
を
変
更
し
な
い

案
２
：
個
別
税
効
果
実
務
指
針
24
項

を
修
正
し
、「
支
払
が
見
込
ま
れ
な

い
」場
合
に
つ
い
て
、「
将
来
加
算
一

時
差
異
が
解
消
さ
れ
る
年
度
に
お

い
て
税
金
の
実
際
の
支
出
が
見
込

ま
れ
な
い
場
合
」も
含
め
る
よ
う
に

変
更

子
会
社
の
留
保
利
益
に
係
る
税
効
果

子
会
社
の
投
資
に
関
連
す
る
将
来

加
算
一
時
差
異
に
お
け
る
連
結
財
務

諸
表
と
個
別
財
務
諸
表
で
の
繰
延
税

金
負
債
の
計
上
に
つ
い
て
、
事
務
局

は
、
次
の
２
案
を
示
し
た
。

案
１
：
現
行
の
定
め
を
変
更
し
な
い

案
２
：
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
子

会
社
の
投
資
に
係
る
将
来
加
算
一

時
差
異
に
つ
い
て
、「
親
会
社
が
そ

の
投
資
の
売
却
を
親
会
社
自
身
で

決
め
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
予
測

可
能
な
将
来
の
期
間
に
、そ
の
売
却

を
行
う
意
思
が
な
い
場
合
」に
繰
延

税
金
負
債
を
計
上
し
な
い
取
扱
い

を
個
別
税
効
果
実
務
指
針
24
項
に

定
め
る
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国
際
会
計

制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
の
分
類・表

示
に
関
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

収
益
認
識
基
準
を
狭
い
範
囲
で
改

訂
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

関
連
会
社
の
留
保
利
益
等
に
係
る

税
効
果

関
連
会
社
の
投
資
に
係
る
将
来

加
算
一
時
差
異
に
つ
い
て
、
持
分
法

実
務
指
針
28
項
と
Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号「
法

人
所
得
税
」42
項
の
整
合
性
が
論
点

と
な
る
が
、
事
務
局
は
現
行
の
持
分

法
実
務
指
針
の
定
め
を
見
直
さ
な

い
こ
と
を
提
案
し
た
。

そ
の
他

事
務
局
よ
り
、「
未
実
現
損
益
の
消

去
に
係
る
税
効
果（
繰
延
法
か
資
産

負
債
法
か
）」に
つい
て
、
米
国
基
準
の

扱
い
で
の
結
論
が
出
た
段
階
で
改
め
て

審
議
す
る
こ
と
、「
繰
延
税
金
資
産
お

よ
び
負
債
の
表
示
」に
つ
い
て
、
国
際

的
な
会
計
基
準
に
合
わ
せ
、
非
流
動

項
目
で
の
表
示
が
提
案
さ
れ
た
。

去
る
４
月
28
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の

公
開
草
案「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

計
算
書（
ト
ピ
ッ
ク
230
）：
制
限
さ
れ

て
い
る
現
金
」を
公
表
し
た
。

現
行
の
問
題
点

関
係
者
は
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

計
算
書
で
の
制
限
さ
れ
て
い
る
現
金

（restricted cash

）の
変
動
の
分
類

と
表
示
に
関
し
て
、
実
務
上
の
多
様

性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
た
。

現
行
で
は
、
非
営
利
企
業
の
た
め

の
限
定
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
以
外
に
、

「
制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
ま
た
は
制

限
さ
れ
て
い
る
現
金
同
等
物
」の
変

動
に
関
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

の
分
類
と
表
示
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
な

い
。
特
に
、「
現
金
、
現
金
同
等
物
」

と「
制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
ま
た
は

制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
同
等
物
」の

間
で
移
動
が
あ
っ
た
場
合
の
、「
制
限

さ
れ
て
い
る
現
金
ま
た
は
制
限
さ

れ
て
い
る
現
金
同
等
物
」の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
分
類
と
表
示
の
方

法
を
扱
う
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
な
い
。

提
案
の
内
容

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
は
、企
業
が
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
で
、
現
金
、

現
金
同
等
物
、
一
般
的
に「
制
限
さ

れ
て
い
る
現
金
ま
た
は
制
限
さ
れ
て

い
る
現
金
同
等
物
」と
い
わ
れ
て
い

る
金
額
の
総
額
の
当
期
間
の
変
動
を

説
明
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

計
算
書
で
示
さ
れ
る
そ
の
期
間
の
現

金
及
び
現
金
同
等
物
の
総
額
の
期
首

と
期
末
の
調
整
に
あ
た
り
、
一
般
的

に「
制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
ま
た
は

制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
同
等
物
」と

い
わ
れ
て
い
る
金
額
は
、
現
金
及
び

現
金
同
等
物
に
含
ま
れ
、「
現
金
、
現

金
同
等
物
」と「
制
限
さ
れ
て
い
る
現

金
ま
た
は
制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
同

等
物
」の
間
の
移
動
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
計
算
書
に
示
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
現
金
、
現
金
同
等
物
、
一

般
的
に「
制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
ま

た
は
制
限
さ
れ
て
い
る
現
金
同
等

物
」と
い
わ
れ
て
い
る
金
額
へ
の
制

限
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
開
示
が

要
求
さ
れ
る
。

適
用
関
係
等

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
は
、
す
べ
て
の
表
示

期
間
に
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。
適
用
日
、
早
期

適
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
今
後
決

定
さ
れ
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
６
年
６

月
27
日
で
あ
る
。

去
る
５
月
９
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
１
６
―
12「
顧
客
と
の
契
約
か

ら
生
じ
る
収
益（
ト
ピ
ッ
ク
606
）：
狭

い
範
囲
の
改
善
と
実
務
上
の
簡
便

法
」を
公
表
し
た
。

公
表
の
経
緯

２
０
１
４
年
５
月
に
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

は
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
４
―
09「
顧
客
と

の
契
約
か
ら
生
じ
る
収
益（
ト
ピ
ッ

ク
606
）」（
以
下
、「
新
基
準
書
」と
い

う
）を
発
行
し
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
も
ほ
ぼ

同
様
な
内
容
の
新
し
い
基
準
書（
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
）を
公
表
し
た
。

そ
の
後
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
と
Ｉ
Ａ
Ｓ

Ｂ
は
、
新
し
い
基
準
書
に
関
連
す

る
潜
在
的
な
適
用
上
の
問
題
点
を

指
摘
し
て
も
ら
う
た
め
、
共
同
の

移
行
リ
ソ
ー
ス
・
グ
ル
ー
プ（Joint 

T
ransition R

esource G
roup

（
Ｔ
Ｒ
Ｇ
））を
立
ち
上
げ
た
。
Ｔ

Ｒ
Ｇ
か
ら
の
問
題
提
起
に
関
連
し

て
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
す
で
に
、
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
１
６
―
08「
顧
客
と
の
契
約
か

ら
生
じ
る
収
益（
ト
ピ
ッ
ク
606
）：
本

人
か
代
理
人
か
の
検
討
」と
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
１
６
―
10「
顧
客
と
の
契
約
か

ら
生
じ
る
収
益（
ト
ピ
ッ
ク
606
）：
履

行
義
務
の
識
別
と
ラ
イ
セ
ン
ス
供

与
」を
発
行
し
て
い
る
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
概
要

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
新
基
準
書
の
原
則
の

変
更
は
し
て
い
な
い
が
、
主
に
、
次

の
よ
う
な「
狭
い
範
囲
の
改
訂
」と

「
実
務
上
の
簡
便
法
の
提
供
」を
し
て

い
る
。

・「
顧
客
と
の
契
約
の
識
別
の
ス
テ
ッ

プ
」で
、
対
価
の
回
収
可
能
性
が
高

い
と
い
う
収
益
認
識
の
た
め
の
要

件（
顧
客
と
の
契
約
と
な
る
要
件
）

を
満
た
さ
な
い
場
合
で
も
、
企
業

が
、受
領
し
た
対
価
に
関
連
す
る
物

品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を
移
転
し
て

お
り
、追
加
の
物
品
ま
た
は
サ
ー
ビ

ス
の
移
転
を
中
止
し
て
い
る
が
契

約
で
そ
れ
ら
を
移
転
す
る
義
務
が

な
け
れ
ば
、返
金
不
要
な
受
領
し
た

対
価
の
金
額
で
収
益
を
認
識
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

・「
取
引
価
格
の
決
定
の
ス
テ
ッ
プ
」

で
、
会
計
方
針
の
選
択
と
し
て
、
企

業
が
す
べ
て
の
売
上
税（
類
似
の
税

金
を
含
む
）を
取
引
価
格
か
ら
控
除

す
る
こ
と
を
認
め
る
。

・「
取
引
価
格
の
決
定
の
ス
テ
ッ
プ
」

で
、現
金
以
外
の
対
価
の
測
定
日
が

当
初
の
契
約
日（
顧
客
と
の
契
約
と

な
る
要
件
を
満
た
し
た
日
）で
あ
る

こ
と
と
、変
動
対
価
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

は
対
価
の
形
式
以
外
の
理
由
か
ら

生
じ
る
変
動
性
に
の
み
適
用
さ
れ

る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。

・
新
基
準
書
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
た

最
初
の
期
間
の
開
始
日
前
の
契
約

の
条
件
変
更
に
つ
い
て
、
企
業
が
、

遡
及
的
に
修
正
す
る
の
で
は
な
く
、

充
足
さ
れ
た
履
行
義
務
と
充
足
さ

れ
な
い
履
行
義
務
の
識
別
等
に
あ

た
り
、す
べ
て
の
条
件
変
更
の
総
影

響
額
を
反
映
す
る
こ
と
を
認
め
る

と
い
う
実
務
上
の
簡
便
法
を
提
供

し
て
い
る
。

・
新
基
準
書
へ
の
移
行
の
た
め
の「
完

了
し
た
契
約
」は
、「
新
基
準
書
適
用

日
前
に
従
来
の
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
に
基
づ

き
、す
べ
て
の
収
益
ま
た
は
実
質
的

に
す
べ
て
の
収
益
が
認
識
さ
れ
て

い
た
契
約
」で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

し
た
。

　
　
ま
た
、企
業
が
修
正
さ
れ
た
遡
及

的
な
移
行
法
を
す
べ
て
の
契
約
と
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フラッシュ

国
際
会
計

の
れ
ん
の
減
損
テ
ス
ト
を
１
ス
テ
ッ

プ
と
す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
監
査

会
計
監
査
の
関
与
パ
ー
ト
ナ
ー
名

等
の
開
示
ル
ー
ル
、Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
承

認
─
Ｐ
Ｃ
Ａ
Ｏ
Ｂ

完
了
し
て
い
な
い
契
約
の
い
ず
れ

か
に
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

・
遡
及
的
に
以
前
の
各
表
示
期
間
に

新
基
準
書
を
適
用
す
る
企
業
は
、適

用
開
始
期
間
の
会
計
方
針
の
変
更

の
影
響
を
開
示
す
る
こ
と
は
要
求

さ
れ
な
い
。し
か
し
、企
業
は
、遡
及

的
に
修
正
さ
れ
た
以
前
の
期
間
の

変
更
の
影
響
の
開
示
は
要
求
さ
れ

る
。

適
用
日

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
新
基
準
書
の
適
用

日
で
あ
る
２
０
１
７
年
12
月
16
日
以

降
開
始
す
る
年
度
か
ら
適
用
さ
れ

る
。Ｉ

Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
本
Ａ
Ｓ
Ｕ
と
同
様

な
改
訂
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
米

国
基
準
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
間
に
新
た
な

違
い
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

去
る
５
月
12
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）の

公
開
草
案「
無
形
資
産
―
の
れ
ん
と

そ
の
他（
ト
ピ
ッ
ク
350
）：
の
れ
ん
の

減
損
会
計
の
単
純
化
」を
公
表
し
た
。

現
行
の「
の
れ
ん
の
減
損
テ
ス
ト
」

現
行
で
は
、
の
れ
ん
の
減
損
テ
ス

ト
は
、
２
ス
テ
ッ
プ
で
行
わ
れ
る
。

最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
は
、
の
れ
ん

を
含
む「
報
告
単
位
の
帳
簿
価
額
」と

「
報
告
単
位
の
公
正
価
値
」の
比
較
が

行
わ
れ
る
。

の
れ
ん
を
含
む「
報
告
単
位
の
帳

簿
価
額
」が「
報
告
単
位
の
公
正
価

値
」を
上
回
る
場
合
に
は
、
ス
テ
ッ

プ
２
へ
進
み
、「
の
れ
ん
の
帳
簿
価

額
」が「
減
損
テ
ス
ト
日
現
在
で
、
企

業
結
合
と
同
様
な
手
法（
被
取
得
企

業
の
資
産
と
負
債
を
原
則
と
し
て
公

正
価
値
で
評
価
す
る
手
法
）で
計
算

さ
れ
た
の
れ
ん（
の
れ
ん
の
暗
示
し

て
い
る（im

plied

）公
正
価
値
）の
金

額
」を
超
え
た
場
合
に
減
損
損
失
が

認
識
さ
れ
る
。

報
告
単
位
の
帳
簿
価
額
が
ゼ
ロ
ま

た
は
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
に
は
、
の

れ
ん
の
減
損
が
存
在
す
る
可
能
性

が
50
％
を
超
え
る（m

ore likely 
than not

）か
ど
う
か
の
定
性
的
評

価
を
実
施
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に

ス
テ
ッ
プ
２
が
実
施
さ
れ
る
。ま
た
、

報
告
単
位
の
帳
簿
価
額
が
ゼ
ロ
ま
た

は
マ
イ
ナ
ス
で
な
い
場
合
に
は
、
報

告
単
位
の
定
量
的
な
減
損
テ
ス
ト
を

実
施
す
る
か
ど
う
か
の
た
め
に
、
定

性
的
評
価
を
行
う
オ
プ
シ
ョ
ン
を
企

業
に
与
え
て
い
る
。

ス
テ
ッ
プ
２
の
実
施
に
つ
い
て

は
、
多
く
の
時
間
と
費
用
が
か
か
る

と
の
意
見
が
関
係
者
か
ら
寄
せ
ら
れ

て
い
た
。

提
案
の
内
容

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
の
主
な
内
容
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

・
減
損
テ
ス
ト
の
第
２
の
ス
テ
ッ
プ

を
削
除
す
る（
結
果
と
し
て
、
の
れ

ん
の
帳
簿
価
額
を
超
え
な
い
範
囲

で
、現
行
の
ス
テ
ッ
プ
１
に
よ
り
の

れ
ん
を
含
む「
報
告
単
位
の
帳
簿
価

額
」が「
報
告
単
位
の
公
正
価
値
」を

上
回
る
金
額
で
、の
れ
ん
の
減
損
損

失
を
計
上
す
る
）。

・
報
告
単
位
の
帳
簿
価
額
が
ゼ
ロ
ま

た
は
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
に
つ
い
て
、

定
性
的
評
価
の
要
求
を
削
除
す
る

（
要
求
で
は
な
く
オ
プ
シ
ョ
ン
と
な

る
）。帳
簿
価
額
が
ゼ
ロ
ま
た
は
マ

イ
ナ
ス
の
報
告
単
位
の
存
在
と
、そ

の
報
告
単
位
に
配
分
さ
れ
て
い
る

の
れ
ん
の
帳
簿
価
額
の
開
示
要
求

を
追
加
す
る
。

・
定
性
的
評
価
を
行
う
オ
プ
シ
ョ
ン

は
、改
訂
後
も
報
告
単
位
の
定
量
的

な
減
損
テ
ス
ト
を
実
施
す
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

適
用
関
係
等

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
案
は
、
将
来
に
向
か
っ

て
適
用
さ
れ
る
。
適
用
日
、
早
期
適

用
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
今
後
決
定

さ
れ
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
１
６
年
７

月
11
日
で
あ
る
。

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
今
後
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
次
の
フ
ェ
ー
ズ
と
し
て
、
の
れ

ん
の
償
却
の
認
容
ま
た
は
強
制
の
検

討
、
減
損
テ
ス
ト
の
方
法
の
さ
ら
な

る
改
訂
を
含
む
、
追
加
の
改
訂
を
検

討
す
る
予
定
と
し
て
い
る
。

去
る
５
月
10
日
、
米
国
Ｐ
Ｃ
Ａ
Ｏ

Ｂ（
公
開
会
社
会
計
監
督
委
員
会
）

は
、
２
０
１
５
年
12
月
に
公
表
し
て

い
た
新
し
い
規
則
と
関
連
す
る
監
査

基
準
の
改
訂
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ（
米
国
証

券
取
引
委
員
会
）に
よ
り
承
認
さ
れ

た
こ
と
を
公
表
し
た
。
こ
の
新
し
い

規
則
と
関
連
す
る
監
査
基
準
の
改
訂

は
、
監
査
に
関
与
し
て
い
る
パ
ー
ト

ナ
ー
の
名
前
と
監
査
に
関
与
し
て
い

る
他
の
会
計
事
務
所
に
関
す
る
情
報

を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
開
会

社
の
監
査
の
透
明
性
を
改
善
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
規
則
は
、
監
査
人
に
、
次
の

情
報
を
含
む
、
新
し
い
様
式
で
あ
る

PCA
O

B Form
 A

P

「
特
定
の
監

査
参
加
者
の
監
査
人
の
報
告
」の
提

出
を
要
求
し
て
い
る
。
日
本
と
異
な

り
、
現
在
の
米
国
で
は
監
査
報
告
書

に
会
計
事
務
所
の
名
前
は
示
さ
れ
る

が
、
関
与
パ
ー
ト
ナ
ー
の
名
前
は
示

さ
れ
て
い
な
い
。

・
関
与
パ
ー
ト
ナ
ー
の
名
前

・
総
監
査
時
間
の
５
％
以
上
の
監
査

時
間
を
占
め
る
個
々
の
他
の
会
計

事
務
所
の
名
前
、
本
部
所
在
地
、
参

加
の
度
合
い（
総
監
査
時
間
に
対
す

る
割
合
）

・
総
監
査
時
間
の
５
％
未
満
の
監
査

時
間
を
占
め
る
他
の
会
計
事
務
所

の
数
と
、そ
れ
ら
の
他
の
会
計
事
務

所
の
合
計
の
参
加
の
度
合
い（
総
監

査
時
間
に
対
す
る
割
合
）

関
与
パ
ー
ト
ナ
ー
の
名
前
は

「
２
０
１
７
年
１
月
31
日
」以
降
に

発
行
さ
れ
る
監
査
報
告
書
に
つ
い

て
、
他
の
会
計
事
務
所
の
情
報
は

「
２
０
１
７
年
６
月
30
日
」以
降
に
発

行
さ
れ
る
監
査
報
告
書
に
つ
い
て
、

Form
 A

P

に
含
ま
れ
、
Ｐ
Ｃ
Ａ
Ｏ

Ｂ
に
提
出
さ
れ
る
。

Form
 A

P

は
、
関
連
す
る
監
査

報
告
書
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
提
出
文
書
に

含
ま
れ
た
日
か
ら
35
日
以
内
に
提

出
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、Form

 
A

P

は
Ｐ
Ｃ
Ａ
Ｏ
Ｂ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
で
公
開
さ
れ
る
。

な
お
、
Ｐ
Ｃ
Ａ
Ｏ
Ｂ
か
らForm

 
A

P

に
関
す
る
追
加
の
ガ
イ
ダ
ン
ス

が
発
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
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金
　
　
融

強
ま
る
円
高
ト
レ
ン
ド

証
　
　
券

株
価
は
引
き
続
き
為
替
相
場
次
第

か
？

この20日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2016年
4月28日

「攻めの経営」を促す役員報酬 ～
新たな株式報酬（いわゆる「リス
トリクテッド・ストック」）の導
入等の手引～

経済産業省

特定譲渡制限付株式（いわゆる「リストリクテッド・ストック」）や
利益連動給与に関する税法上の取扱い等がQ&A形式で示されてい
るほか、特定譲渡制限付株式の付与にあたって締結する契約書等の
例が盛り込まれている。
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428009/　
20160428009.html

―

2016年
5月13日

消費税の軽減税率制度に関する
申告書等の様式の制定について

（法令解釈通達）
国税庁

平成29年４月１日から消費税の軽減税率制度が導入されることに
伴い、申告書等の様式を定めるもの。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/
kobetsu/kansetsu/160425/index.htm

―

４
月
28
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
日
銀

の
金
融
政
策
決
定
会
合
の
結
果
が
、

現
状
維
持
で
市
場
の
期
待
に
反
す
る

結
果
だ
っ
た
た
め
、
直
後
に
株
安
・

円
高
が
進
ん
だ
。
為
替
相
場
は
、
ド

ル
／
円
が
発
表
前
の
１
１
１
円
か
ら

一
時
１
０
５
円
台
ま
で
、
急
速
に
売

ら
れ
円
高
が
進
ん
だ
が
、
５
月
に

入
っ
て
１
０
９
円
付
近
ま
で
戻
し
て

推
移
し
て
い
る
。

円
高
が
急
速
に
進
ん
だ
背
景
に

は
、
４
月
29
日
に
発
表
さ
れ
た
ア
メ

リ
カ
の
半
期
為
替
報
告
書
で
、
日
本

が
ア
メ
リ
カ
の
監
視
リ
ス
ト
の
な
か

に
入
り
、
大
規
模
な
為
替
介
入
に
は

ア
メ
リ
カ
が
対
抗
措
置
を
取
る
と
し

た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
麻
生

財
務
相
が
５
月
９
日
の
参
議
院
で
、

「
介
入
す
る
用
意
は
あ
る
」と
一
段
と

踏
み
込
ん
だ
表
現
で
反
発
す
る
と
、

１
０
９
円
付
近
ま
で
円
高
修
正
の
動

き
が
み
ら
れ
た
。

た
だ
ア
メ
リ
カ
の
監
視
リ
ス
ト
の

件
が
知
ら
れ
る
以
前
か
ら
円
高
傾
向

は
強
か
っ
た
。
１
つ
に
は
円
の
対
ド

ル
で
み
た
購
買
力
平
価
が
あ
る
。
諸

説
あ
る
な
か
90
円
台
と
す
る
と
こ
ろ

も
あ
る
が
、
実
際
の
市
場
で
は
日
銀

の
異
次
元
金
融
緩
和
後
は
急
速
に
円

安
に
振
れ
、
購
買
力
平
価
と
は
大
き

く
乖
離
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
緩
和
効
果
が
剥
落
す
る
に
つ
れ

て
、
再
び
こ
う
し
た
購
買
力
平
価
の

水
準
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。今
回
の
追
加
緩
和
見
送
り
が
、

こ
う
し
た
見
方
を
一
層
強
め
る
結
果

と
な
っ
た
。

世
界
的
な
デ
ィ
ス
イ
ン
フ
レ
傾
向
が

鮮
明
に
な
り
、
自
国
通
貨
高
を
望
む

国
は
な
く
、
日
本
の
為
替
介
入
は
世

界
の
通
貨
安
競
争
に
拍
車
を
か
け
る

だ
け
で
各
国
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
も
大
統
領
選
挙
を
控
え
て
、

ド
ル
高
を
容
認
す
る
状
況
で
は
な

く
、
監
視
リ
ス
ト
で
日
本
を
名
指
し

し
て
為
替
介
入
を
し
な
い
よ
う
に
釘

を
刺
し
て
い
る
。
ド
ル
側
も
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ

の
利
上
げ
先
送
り
観
測
か
ら
買
い
材

料
が
弱
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
ド
ル
／

円
の
下
押
し
圧
力
は
強
い
。

６
月
の
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
総
会
を
め
ぐ
る

原
油
相
場
の
動
き
や
、
５
月
26
、
27

日
の
Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
で
財
政
支
出
に

関
す
る
新
た
な
合
意
が
出
て
く
る
の

か
、
と
い
っ
た
点
が
焦
点
だ
が
、
こ

う
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
ド
ル
／
円
の

買
い
材
料
が
出
な
け
れ
ば
、
再
び

１
０
０
円
割
れ
を
視
野
に
入
れ
た
円

高
ト
レ
ン
ド
が
明
確
に
な
り
そ
う

だ
。

為
替
相
場
次
第
の
株
価
変
動
が
続

い
て
い
る
。
４
月
下
旬
に
日
銀
が
追

加
緩
和
策
を
見
送
っ
た
と
こ
ろ
、
一

気
に
円
高
、
株
価
下
落
が
進
行
し

た
。
現
状
の
１
ド
ル
＝
１
０
０
円
台

は
２
年
前
の
２
０
１
４
年
で
あ
れ
ば

願
っ
て
も
な
い
円
安
で
、
輸
出
の
多

い
大
企
業
は
笑
い
が
止
ま
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
２
０
１
５
年
に
１
ド

ル
＝
１
２
０
円
台
を
経
験
し
た
後
で

は
円
高
を
意
味
し
、
企
業
収
益
へ
の

ダ
メ
ー
ジ
が
現
実
化
し
て
き
た
。

ト
ヨ
タ
自
動
車
は
今
回
の
円
高
を

主
因
と
し
て
16
年
度
の
営
業
利
益
が

15
年
度
比
40
％
減
少
す
る
予
想
を
発

表
し
た
。
円
相
場
は
15
年
度
が
１
ド

ル
＝
１
２
０
円
の
実
績
に
対
し
、
16

年
度
が
同
１
０
５
円
の
想
定
で
あ

る
。
ま
だ
16
年
度
は
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
あ
る
が
、
現
水
準
が
続
け
ば
、

他
の
企
業
も
大
打
撃
を
受
け
る
。

為
替
相
場
の
決
定
要
因
に
、
通
貨

間
の
金
利
差
が
強
く
作
用
す
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。

２
月
に
導
入
し
た
マ
イ
ナ
ス
金
利

が
期
待
し
た
効
果（
円
安
、
株
高
）を

生
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
日

銀
は
次
の
機
会（
６
月
の
政
策
決
定

会
合
）に
は
新
た
な
手
を
打
つ
の
で

は
な
い
か
と
の
期
待
が
強
ま
っ
て
い

る
。
黒
田
日
銀
総
裁
は「
必
要
で
あ

れ
ば
躊
躇
な
く
追
加
緩
和
す
る
、
ま

だ
ま
だ
い
く
ら
で
も
マ
イ
ナ
ス
金
利

を
深
堀
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と

発
言
し
て
い
る
。

６
月
は
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
利
上
げ
に
踏

み
切
る
と
の
観
測
が
強
ま
っ
て
い
る
。

米
利
上
げ
、
日
追
加
緩
和
と
な
れ

ば
、
日
米
間
の
金
利
差
拡
大
で
円
安・

ド
ル
高
が
期
待
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
連
続
的
な
利
上
げ

を
計
画
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
は
、
利

上
げ
に
よ
っ
て
ド
ル
高（
円
安
）を
招

か
な
い
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
節
が

あ
り
、
４
月
末
に
日
本
を
通
貨
政
策

の
監
視
対
象
に
指
定
し
た
。
日
本
が

願
っ
て
い
る
円
安
を
牽
制
し
よ
う
と

し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。

先
進
国
間
で
は
し
ば
ら
く
前
か

ら
、
通
貨
安
競
争
を
回
避
し
よ
う
と

議
論
し
て
き
た
。
し
か
し
、
自
国
通

貨
安
を
願
っ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け

で
は
な
い
。
５
月
下
旬
の
先
進
国
サ

ミ
ッ
ト
で
、
ア
メ
リ
カ
が
ど
う
出
て

く
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
銀
の
行

動
、
政
策
が
制
約
さ
れ
る
懸
念
を
拭

う
こ
と
が
で
き
な
い
。

世
界
を
見
渡
せ
ば
、「
パ
ナ
マ
文

書
」が
ど
こ
ま
で
波
紋
を
広
げ
る
か
、

11
月
の
米
大
統
領
選
挙
で
ど
の
よ
う

な
政
策
論
議
が
交
わ
さ
れ
る
か
、
わ

が
国
で
は
、
企
業
の
不
祥
事
や
問
題

が
ど
う
な
る
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
は
あ
る
が
、
当
面
の
株
式
市
場
は

為
替
相
場
が
す
べ
て
と
い
う
展
開
に

な
り
そ
う
だ
。


